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インフルエンザ予防接種についてのお知らせインフルエンザ予防接種についてのお知らせ
�　近年のインフルエンザは 12 月から患者数が増え始め、2月でピークになり、4月には終息する傾向にあ
ります。インフルエンザは風邪に比べ、短期間に膨大な人を巻き込み爆発的に流行します。
　インフルエンザ予防には、予防接種が効果的です。インフルエンザ予防接種を受けてから、免疫がつく
まで約 3 ～ 4 週間かかります。10 月からの日程のうちで、できるだけ早めに予防接種を受け、流行以前に
免疫をつけておきましょう。

1. 日　　程	 平成 20 年 10 月１日～平成２1 年 1 月 31 日

2. 錦江町及び南大隅町で接種できる医療機関

医　療　機　関　名 電 話 番 号

錦 江 町

長浜医院 0994-22-0137

大根占医院 0994-22-2658

二川内科胃腸科 0994-22-2033

藤崎クリニック 0994-22-2238

肝属郡医師会立病院 0994-22-3111

濵畑クリニック 0994-25-2575

錦江町立宿利原へき地診療所 0994-23-0060

錦江町立池田へき地診療所 0994-29-0737

大根占クリニック 0994-28-3111

南大隅町

津崎医院 0994-24-2153

阿久根医院 0994-24-2100

じょうさいクリニック 0994-24-2977

今隈医院 0994-26-2222

南大隅町立郡へき地診療所 0994-26-1856

南大隅町立大泊へき地診療所 0994-27-3030
※予防接種を希望される方は、直接、医療機関へご予約ください。
※また、かかりつけの医療機関が、上記以外の場合は、医療機関へ問い合わせてから、受診ください。

3. 料　　金� 一部公費負担額　1,000 円　　（2回目を接種される方は全額自己負担）
� 接種料金が 1,000 円以上の場合、差額は自己負担になり、1,000 円は錦江町が負担します。
� ただし、65 歳以上で生活保護者の受給者は全額公費負担です。

4. 接種時に必要なもの
・予診票（各医療機関の窓口に置いてあります）
・健康手帳もしくは母子手帳
・健康保険証
・接種料金（各医療機関で異なります）

（問い合わせ先）
錦江町役場保健福祉課

☎ 0994‒22‒3044
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